
デイサービス神野 
重要事項説明及び同意書 

 

 通所介護サービス提供の開始にあたり、当事業者があなたに説明すべき重要事項は
次のとおりです。 
 
１．事業者 
 事業者の名称  佐賀県医療生活協同組合 
事業者の所在地  佐賀県佐賀市神野東4丁目10-5 
法人種別  生協法人 
代表者名  愛 野  浩 生 
電話番号  ０９５２-３１-１２４９ 

２．ご利用の事業所 
 事業所の名称  デイサービス神野 
事業所の所在地  佐賀県佐賀市神野東４丁目10-5 
管理者の氏名  南里 佳余 
電話番号  ０９５２-３１-１０６０    直通080-8954-3072 
ファクシミリ番号  ０９５２-２０-１３１０ 
指定年月日  平成２８年 ４月  

年１１月１日 
指定事業所番号  ４１１０１１４５４５ 
 
３．事業の目的と運営の方針 
事業の目的  佐賀県医療生活協同組合神野診療所が開設するデイサービス神野が行う地域密

着型通所介護、第1号通所事業（指定介護予防通所介護相当サービス）の適正な運

営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業者の生活相談員

及び看護師、准看護師等の看護職員、介護職員、機能訓練指導員が、要介護状態（介

護予防にあっては要支援状態）にある高齢者等に対して適正な地域密着型通所介護

（第1号通所事業）を提供することを目的とします。 

施設運営の方針 １.デイサービス神野の従事者は、要介護者（要支援者）の心身の特性を踏まえて

その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維

持並びにその家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の

世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行います。 

２．事業の実施に当たっては居宅支援事業者、関係市町村、地域の保健・医療・福

祉サービスの提供主体との綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努めます。 

３．運営推進会議を設置、概ね6カ月ごとに開催して活動の報告、評価、要望、助

言等の記録を作成し公表します。 

 

４．職員の職種、人数および職務内容 
 

職員の職種 員数 区分 
常 勤 換

算 後 の

人 員 

 

事業者
の指定
基準 

保有資格の内容 
 

   常勤 非常勤    
  専 

従 
兼 
務 

専 
従 

兼 
務 

  
 

生活相談員   1   1 1以上 介護福祉士・実務者研修 

 看護師、準看護師   1   
 

1 1以上 看護師・准看護師  

介護職員  0 2 2  3 2以上 介護福祉士･実務者研修･ﾍﾙﾊﾟｰ2級 

 
 



５．職員の勤務体制 
 従業者の職種                     勤務体制 休暇 

生活相談員 正規の勤務時間帯（08:50～17:00）常勤で勤務 4週7休 

看護師 正規の勤務時間帯（08:50～17:00）常勤で勤務 4週7休 

介護職員 
正規の勤務時間帯（08:50～17:00）常勤で勤務 
 
 

4週7休 
4週14休 

 

６．営業日 

営業日 
月曜日から土曜日までとします。ただし、８月14・15日 
12月31日～1月1日を除きます。 

サービス提供時間 月曜日から土曜日の午前9時50分～午後4時00分までとします。 
  
 

７．利用定員 

利用定員 18人（介護予防通所介護相当サービスも含む） 

 

８．通所サービスの内容 
◆介護予防通所介護相当サービスの場合 

種 類 内 容 提供方法 

利用料 介護予防通
所介護相当
サービス 

自宅から事業所までの送迎。移動、排泄、入浴、食事
等の日常生活行為の援助及び精神機能の活性化を図り
ます。 

送迎車・生活介助 
個別・集団運動 
創作・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ 
バイタルチェック 

運動機能向
上加算 

運動機能向上計画書を個別に作成し、転倒骨折の防止
及び加齢に伴う運動器の機能低下の予防・向上を図る
ストレッチ、有酸素運動、簡易な器具を用いた運動等
を実施し、定期的に評価します。 

運動機能向上の活動 
 

 
 
 
 
 
  

◆地域密着型通所介護の場合 
地域密着型
通所介護 

自宅から事業所までの送迎。移動、排泄、食事等の日
常生活行為の援助及び精神機能の活性化を図ります。 

送迎車・生活介助 

個別・集団運動 

創作・ﾚｸﾚｰｼｮﾝ 

バイタルチェック 

入浴介助加
算Ⅰ 

入浴行為の自立にむけたサービス計画にもとづいた介
助を行います。 個浴、リフト浴 

個別機能訓
練 加 算 Ⅰ
（イ） 

機個々の利用者の状態に適切に対応する観点から、個別の

機能訓練実施計画を策定し、これに基づきサービス提供を

おこないます。 
機能向上の訓練 

 

 

 

 



９．費用 
 （１）法定給付 
◆介護予防通所介護相当サービスの場合 

基本サービスの場合 要支援１ 要支援２ 

①    1か月1回あたりの利用料金 3,840円（4回まで）  3,850円（8回まで） 

① -1 1か月４回超の利用料金 16,720円       34,280円 

②   ①の介護保険給付金額 
   （２割負担・3割負担） 

3,456円 
（3,072・2,688円） 

3,555円 
（3,160円・2,765円） 

②-1 ①-1の介護保険給付金額 
   （２割負担・3割負担） 

15,048円 
（13,376円・11,704円） 

30,852円 
（27,424円・23,996円） 

③   ①自己負担額（1回当り） 
   （２割負担・3割負担） 

384円 
（768円・1,152円） 

395円 
（790円・1,185円） 

③-1 ①-1自己負担額（1か月） 
   （２割負担・3割負担） 

1,672円 
（3,344円・5,016円） 

3,428円 
（6,856円・10,284円） 

運動器機能向上体制加算     1月につき 
   （２割負担・3割負担）   

2250円のうち225円を自己負担 

（450円・675円） 

介護職員処遇改善加算Ⅰ （２割負担・3割負担） 
※2024年4月～5月まで 

所定単位×59/1000 （上記金額の倍額） 

所定単位×80/1000（上記金額の倍額） 

提供体制加算Ⅲ  １月につき 
介護処遇改善加算Ⅲ※2024年の6月から 

支援１：240円のうち24円を自己負担  

支援２、480円のうち48円を自己負担 

  （2割負担・3割負担） 支援1：48円/72円支援2：96円/144円 

若年性認知症利用者受け入れ加算1月につき  
   （２割負担・3割負担） 

2,400円のうち240円を自己負担 

      （480円・720円） 

 
◆地域密着型通所介護の場合 
通常規模6時間～7時間の場

合 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１ 1日あたりの利用料
金 

6,760円 7,980円 9,220円 10,450円 11,680円 

２ うち介護保険給付金
額 
（２割負担・3割負担） 

6,084円 
(5,408円・
4,732円) 

7,182円 
(6,384円・
5,586円) 

8,298円 
(7,376円・
6,454円) 

9,405円 
(8,360円・
7,315円) 

10,512円 
（9,344円・ 
8,176円) 

３ 自己負担額（１－２） 
（２割負担・3割負担） 

676円 
1,352円・ 

2,028円） 

798円 
(1,596円・
2,394円) 

922円 
(1,844円・
2,766円) 

1,045円 
(2,090円・
3,135円) 

1,168円 
(2,336円・ 

3,504円) 

入浴加算Ⅰ  １日につき（２割負担・3割負担） 400円のうち40円を自己負担（80円・120円） 

介護職員処遇改善加Ⅰ（２割負担・3割負担） 
※2024年4月～5月まで 

所定単位×59/1000（上記金額の倍額） 

所定単位×80/1000（上記金額の倍額） 

 

サービス提供体制強化加算Ⅲ 1日につき  
（２割負担・3割負担） 
介護処遇改善加算Ⅲ※2024年の６月から 

60円のうち6円を自己負担 

（12円・18円） 

若年性認知症利用者受け入れ加算 1回に 
（２割負担・3割負担） 

600円のうち60円を自己負担 

   （120円・180円） 

個別機能訓練加算Ⅰ（イ） 1回につき    
    （2割負担・3割負担）  

560円のうち56円を自己負担 

   （112円・168円） 

（注１）上記の基本利用料及び加算等は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定され

た場合は、これら基本利用料等も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい

基本利用料等を書面でお知らせします。 



（注２）介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額（10 割）をご負担

いただくこととなりますのでご留意ください。 

（注３）上記の利用者負担金は目安の金額であり、円未満の端数処理等により多少の誤差が生じるこ

とがあります。 

（注４）感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該

月の前年度における月平均の利用者数よりも 100 分の５以上減少している場合には、利用者

数が減少した月の翌々月から３月以内に限り、１回につき所定単位数の 100 分の３に相当す

る単位数が所定単位数に加算されます。ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善

に時間を要することその他の特別の事情があると認められる場合には、当該加算の期間が終

了した月の翌月から更に３月以内に限り、引き続き１回につき所定単位数の 100 分の３に相

当する単位数が所定単位数に加算されることがあります。 

１０.サービスの利用に当たっての留意事項 

・サービスの利用中に気分が悪くなったときは、すぐにお申し出ください。 

・複数の利用者の方々が同時にサービスを利用するため、周りの方のご迷惑にならないよ

うお願いします。 

・利用者の事情で時間に遅れた場合、送迎サービスが受けられない場合があります。 

 
（2）法定外給付 

区分 利用料 

交通費 

１．通常の事業の実施区域は不要です。 
２．利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域を越えて通所介護を行
う場合には、それに要した交通費を請求します。 
○通常の事業実施地域を超えた地点から、片道概ね10km未満 ３００円 
○通常の事業実施地域を超えた地点から、片道概ね10km以上 ５００円 

食事費用 ○１食につき（食材料費＋調理費＋おやつ代）    ５５０円 

ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ費用 ○費用が発生した場合                 実費 

オムツ代 ○事業所で用意した場合                               実費 

 
１１．事業の実施地域 

通常の実施地域 佐賀中部広域連合圏内（主に佐賀市内） 

 
１２．苦情等申立先 

デイサービス神野
相談窓口 
 

窓口担当者 南里 佳余 
ご利用時間 月～土曜日 午前９時～午後５時 
ご利用方法 事業所窓口での面談 
      電話 ０９５２－３１－１０６０ 
      直通 ０８０－８９５４-３０７２ 
      F A X ０９５２－３０－８５４７ 

佐賀中部広域連合 
総務課 

ご利用時間 月～金曜日 午前９時～午後４時 
ご利用方法 電話 ０１２０-６５-２１１４ 
      F A X ０９５２-４０-１１６５ 
      Eﾒｰﾙ rengo@chubu.saga.saga.jp 

佐賀県国民健康 
保険団体連合会 
介護保険課 

ご利用時間 月～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分 
     （土曜日、日曜日、休日、12/29～1/3を除く） 
ご利用方法 電話 ０９５２－２６－１４７７ 
      F A X ０９５２－２６－６１２３ 
      Eﾒｰﾙ kaigokujou@sagakokuho.or.jp 

mailto:rengo@chubu.saga.saga.jp
mailto:kaigokujou@sagakokuho.or.jp


１３．協力医療機関 

 
１４．秘密保持 
   従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族等の秘密を保持します。サービス担当者

会議において、利用者の個人情報を用いる場合には利用者の同意を、家族等の個人情報を
用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得ておくこととします。 

 
 
１５．損害賠償 
   利用者に対する地域密着型通所介護（介護予防通所介護相当サービス）の提供により、賠償

すべき事故が発生した場合には損害賠償をすみやかに行います。ただし、事業所の責に帰
すべからざる事由による場合はこの限りではありません。 

 

 

１６.心身の状況の把握 

指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス

担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サ

ービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。 

 

 

１７.居宅介護支援事業者等との連携 

① 指定地域密着型通所介護の提供に当り、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまた

は福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。 

② サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「地域密着型通所介護

計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。 

 

１８.非常災害対策 

① 事業所に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き、非常災害対策に関する取り組

みを行います。 

災害対策に関する担当者（防火管理者：神野診療所事務長 松尾 文） 

② 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整

備し、それらを定期的に従業員に周知します。 

③ 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。 

避難訓練実施時期：（毎年２回 １０月・４月） 

 

１９.衛生管理等 

① 指定地域密着型通所介護の用に供する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水につ

いて、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。 

② 指定地域密着型通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要

な措置を講じます。 

③ 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、

指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

 

協力医療機関 

医療機関の名称 神野診療所 

所在地 佐賀市神野東4丁目10-5 

所長 香 月  彰 夫 

電話番号 ０９５２-３１-１０６０ 



２０.衛生管理等 
 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

（1）事業所における感染症の予防及びまん延防止の為の対策を検討する委員会をおおむ
ね6月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底していきます。 
（2）事業所における感染症の予防及びまん延防止の為の指針を整備していきます。 
（3）従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止の為の研修会及び訓練を定期的に実施
します。 

 
 
 
 
２１.業務継続計画（ＢＣＰ）策定等について  
  （1）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継
続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）
を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

（2）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定
期的に実施します。 

（3）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行いま
す。 

 
 
 

２２．身体拘束等の適正化の推進 
  身体拘束等の適正化の推進を図るため、次に掲げる措置を講じるものとする。 

（１）身体拘束等の適正化のため対策を検討する委員会を３月に1回以上開催し、その結
果を従事者に周知徹底する。 

（２）身体拘束等の適正化のための指針を整備する。 
（３）従業者に対し、身体拘束の適正化のための研修を定期的に実施する。 
（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

 
 
 
 
 

２３．認知症の研修について 
 認知症の利用者様及びその家族様への質の高いデイサービスを目指し、介護支援専門員の資
質向上のため、認知症の研修を定期的に実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
【説明確認欄】 
 
 
 
 令和  年  月  日 
 
地域密着型通所介護（介護予防通所介護相当サービス）サービス契約の締結に当たり、上記に
より重要事項を説明しました。 
 
     事業者  佐賀県医療生活協同組合 デイサービス神野 
 
            
             説明者               
 
 
利用者                住 所                
 
 

氏 名                 
 

 代理人又は署名代行者  
              住 所               

 
 
氏 名               
 

                   
 
           利用者との関係          
 

 
署名代行の理由                     


